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第
三
号  

（
趣
旨
） 

１ 

本
件
は
、
国
立
国
会
図
書
館
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
そ
の

能
率
を
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
な
勤
務
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
排
除
の
た
め
の
措
置

並
び
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル･

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
起
因
す
る
問
題
が
生
じ
た
場
合

に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
措
置
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
定
義
） 

２ 

本
件
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト  

他
の
者
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
に

お
け
る
性
的
な
言
動
及
び
職
員
が
他
の
職
員
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
外

に
お
け
る
性
的
な
言
動 

二 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
排
除  

セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も
に
、
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
そ
の
行
為
を

制
止
し
、
及
び
そ
の
状
態
を
解
消
す
る
こ
と
。 

三 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
起
因
す
る
問
題  

セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
た
め
職
員
の
勤
務
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
及
び
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
対
応
に
起
因
し
て
職
員
が
そ
の
勤
務

条
件
に
つ
き
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
。 

（
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
） 

３ 

職
員
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
職
員
に
対
す
る
拒

否
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
、
当
該
苦
情

等
に
係
る
調
査
へ
の
協
力
そ
の
他
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
し

正
当
な
対
応
を
し
た
こ
と
の
た
め
に
い
か
な
る
不
利
益
も
受
け
な
い
。 

（
職
員
の
責
務
） 

４ 

職
員
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
監
督
者
の
責
務
） 

５ 

職
員
を
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
（
以
下
「
監
督
者
」
と
い
う
。
）
は
、

良
好
な
勤
務
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
注
意
し

て
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
排
除
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

日
常
の
執
務
を
通
じ
た
指
導
等
に
よ
り
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
関
し
、
監
督
す
る
職
員
の
注
意
を
喚
起
し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
認
識
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
職
場
に
生
じ
て
い
な
い
か
、
又
は

生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
か
、
監
督
す
る
職
員
の
言
動
に
十
分
な
注
意
を
払



い
、
勤
務
環
境
を
害
す
る
言
動
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

三 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
、
当
該
苦
情

等
に
係
る
調
査
へ
の
協
力
そ
の
他
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対

す
る
職
員
の
対
応
に
起
因
し
て
当
該
職
員
が
職
場
に
お
い
て
不
利
益
を

受
け
て
い
な
い
か
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
な
い
か
、
監
督
す
る
職
員
の
言

動
に
十
分
な
注
意
を
払
い
、
勤
務
環
境
を
害
す
る
言
動
を
見
逃
さ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
。 

四 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
、
当
該
苦
情

等
に
係
る
調
査
へ
の
協
力
そ
の
他
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対

す
る
職
員
の
対
応
に
起
因
し
て
当
該
職
員
が
職
場
に
お
い
て
不
利
益
を

受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

五 

職
員
か
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
及

び
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
真
摯
か
つ
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
。 

６ 

監
督
者
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
起
因
す
る
問
題
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
研
修
等
） 

７ 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
の
た
め
、
職
員
の
意
識
の
啓

発
及
び
知
識
の
向
上
を
図
る
。 

８ 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
の
た
め
、
職
員
に
対
し
、
研

修
を
実
施
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
に
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者

に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
理

解
さ
せ
る
こ
と
並
び
に
新
た
に
監
督
者
と
な
っ
た
職
員
に
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
し
そ
の
求
め
ら
れ
る
役
割
及
び
技
能
に

つ
い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
再
発
防
止
） 

９ 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
起
因
す
る
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

再
発
防
止
に
向
け
て
、
職
員
の
意
識
啓
発
、
研
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
雑
則
） 

10 

本
件
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
部
長
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

本
件
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
九
年
五
月
十
日
館
長
決
定
第
六
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
館
長
決
定
第
三
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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